
◆「高齢労働者講習」１枚提案書 
 

◆◆◆ 1.定義 ◆◆◆ 

「高齢労働者講習」とは高齢労働者と就労を希望する高齢者が受講しなければ

ならない講習です。 

 

◆◆◆ 2.提案の背景 ◆◆◆ 

職場において、高齢労働者による迷惑なふるまいによって、多くの同僚がスト

レスや被害をこうむっている。 

 

◆◆◆ 3.目的 ◆◆◆ 

高齢労働者による迷惑なふるまいを防止し、働きやすい職場をつくる。 

 

◆◆◆ 4.論理 ◆◆◆ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

◆◆◆ 5.構想 ◆◆◆ 

＜講習対象＞ 労働者または就職を希望する者で、60歳以上の者 

＜講習日＞ ほぼ毎日 

＜試験＞ なし 

＜受講料＞ 2000円以下 

＜有効期間と更新＞ 

有効期間は 5年以下とする。更新する場合は再講習を受講する。 

＜講習内容＞ 

以下のことを具体的に示し、やらないようにいさめる。 

●仕事に関することでやってはいけないこと 

●同僚とのコミュニケーションでやってはいけないこと、嫌われること 

●職務外の行為でやってはいけないこと、嫌われること 

＜講習方法＞ 動画学習と講師による解説 

＜軽度認知障害対策＞ 軽度認知障害検査を講習と併せて行う。 

 

 

 

＊＊＊ 署名のお願い ＊＊＊～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～

このサイトでは署名活動を行っております。「署名する」のページに、署名フォ

ームがございますので、こちらをご利用ください。どうかよろしくお願いいた

します。 

 

 

 

社会のすべての管理職者に対し必要な最低限の協同力を身につける機会を

強制的に与える。 

高齢労働者に対し、職場でのふるまい方に関する啓発を行う。 

高齢労働者たちは職場でのふるまい方の共通認識を持つようになる。 

高齢労働者は、他人の目を強く意識し、自らを律するようになり、迷惑な

ふるまいを行うことが少なくなる。 


